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歯科としての大規模災害に対する
準備と心構え

• 高知県における被災時の支援の特徴

• 高知県における歯科の災害対策

• 医療救護チームとの調整・受援

• 地域における援軍づくり

• 減災に向けて



高知県における
被災時の支援の特徴

移動が困難

その場にいる人で助け合うしかない

大規模災害に被災した時、どうなるのか

• 被災したら、どうなるのか

– 否応にも巻き込まれる

– 東日本大震災（津波・原発）

– 能登半島地震

• 「どうせ援軍は来ない」のも確かだが、「いつか援軍
が来るときまで」でないと頑張りきれない

– 中久木の新潟県中越地震

– 能登半島地震の初発隊

– 援軍は呼び方を知らなければ、呼べない

– 援軍が来ても、戦術がたっていなければ、活用できない



【目的・趣旨】
JDAT（Japan Dental Alliance Team︓⽇本災害⻭科

支援チーム）は、災害発生後おおむね72時間以降に地域
⻭科保健医療専門職により⾏われる、緊急災害⻭科

医療や避難所等における口腔衛生を中心とした公衆衛生
活動を支援することを通じて被災者の健康を守り、

地域⻭科医療の復旧を支援すること等を目的としている。

Japan Dental Alliance Team
（JDAT、日本災害歯科支援チーム）

JDAT（Japan Dental Alliance Team：日本災害歯科支援チーム）活動要領令和4年（2022年）3月2日正式発足

日本災害歯科保健医療連絡協議会 ※平成２７年４月設置

＜目的＞ ＜参画団体＞

大規模震災後の避難所・仮設住
宅、被災者等への歯科保健医療
の提供は、（急性期から慢性期に）
に至るまで、様々な歯科関係職種
の継続的な支援が必要である。

そのため、日本歯科医師会主導
の下、歯科関係団体同士の連携
や災害対応に関する認識の共通
化を図るとともに、各歯科団体独
自の行動計画等の情報集約や共
有を促し、有事に際して国や都道
府県との連携調整を行い、被災地
の歯科医療救護や被災者の歯科
支援活動を迅速に効率よく行うべく、
協議していく。

①日本歯科医師会
②日本歯科医学会
③日本私立歯科大学協会
④国立大学歯学部長・歯学部附
属病院長会議
⑤全国医学部附属病院歯科口腔
外科科長会議
⑥日本病院歯科口腔外科協議会
⑦日本歯科衛生士会
⑧日本歯科技工士会
⑨全国行政歯科技術職連絡会
⑩日本歯科商工協会

※オブザーバー：内閣府、厚生労働省、
日本医師会（JMAT関係者）、防衛省ほか



日本災害歯科保健医療連絡協議会
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大規模災害に被災した時、どうなるのか

• 正直、自分（家族＆仕事）で精一杯、他人の世話
なんてしている場合ではない

– スタッフも動けない、何から何まで自分でやる

– 水も出ないから、朝はまず水くみから（筋肉ついたと
自虐）

• その負担を少しでも減らすためには

– 怪我してしまったのは今更どうしようもない、しかし、
これから生活の中で病気になるのは避けたいし、そ
うなる人も減らしたい

– 避難行動要支援者 ＜ “避難生活要支援者”



災害時要配慮者（要援護者）

防災施策において特に配慮を要する方（要配慮者）

高齢者・有病者
身体・知的・精神障害者
乳幼児・妊産婦
外国人
旅行者
等

平成25年6月 災害対策基本法改正

災害発生時の避難等に
特に支援を要する方

避難行動要支援者名簿の
作成を義務付け

避難行動要支援者

災害時要配慮者

令和3年5月 災害対策基本法改正 個別避難計画の作成努力義務

直接死 ＜ 災害関連死

2004年 新潟県中越地震

直接死 16人 ＜ 災害関連死 52人

2016年 平成28年熊本地震

直接死 50人 ＜ 災害関連死 223人



吉田穂波，災害時の母子を支えるために，地域保健 2022.7 P28

災害時要配慮者＝人口の4割

避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等に係る取組状況の調査結果，令和4年6月28日
https://www.soumu.go.jp/main_content/000822486.pdf

地域防災計画に定める
避難行動要支援者名簿掲載者の範囲

身体障害者

要介護認定を受けている者

知的障害者

精神障害者

自ら掲載を希望した者

難病患者
自治会、市区町村長が支援の必要を認めた者

その他

避難行動要支援者 ＜ 避難生活要支援者



避難所 仮設住宅（みなし仮設を含む）

避難所・仮設住宅以外

その他・不明

東日本大震災における災害関連死者の
死亡時における生活環境

鍵屋 一，自治体の防災マネジメント［73］避難所外避難者の支援を考える① ──災害関連死を防ぐ，
地方自治 2022.12.21

出典：熊本地震の発災４か月以降の復旧・復興の取り組みに関
する検証報告書、2021.4.9 報道発表。

亡くなった場所で最も多いのは自宅で約４割、そのほかに自宅等から病院等に搬送されて
亡くなったのが24％あり、この両者で６割を超える。

熊本地震 震災関連死
死亡時の生活環境区分

【発災時の場所】
【親戚・知人宅】
【自宅】

20.2％

【避難所】
【仮設住宅】

もともと
【病院】【介護施設】

4.6％
0.5％

被災後
【病院】【介護施設等】

28.0％

46.4％



ミドリ安全「災害避難と防災備蓄に関しての実態調査」
2021年8月11日～16日，インターネット調査
全国の20代〜60代男女1,000名
(女性502名、男性498名、各年代200名)

「在宅避難の備えができている」人は2割弱
–なかでも特に備えが不十分な備蓄品とは?

まいなびニュース 掲載日 2021/08/27 15:08

更新日 2021/08/27 15:16

「（在宅避難の）判断方法や
必要な備蓄品などを知って
いる」と回答した人は
23.7%(237名)。

「在宅避難」の判断方法や備蓄品を
知っている人における「備え」

（Ｍｅｄｉａ Ｔｉｍｅｓ）⻄⽇本豪⾬、「危険」伝わらず 政府とメディア、発信模索
朝⽇新聞デジタル 2018年10月20⽇05時00分

最初に避難するきっかけになったのは
聞いても行動

しない人

直接言われて
行動した人

聞いただけで
行動した人

31.8%

11.9%

33.5%



大規模災害に被災した時、どうなるのか

• 個人と家族の口の健康は、自分で守ってもらうしか
ない
– できるのは、それをサポートする程度（物資や指導）

– とても、専門職が直接支援するなんてやれない

• なによりも拠点である歯科診療所の再稼働
– 自分の生活再建にも必要

– そうそう患者が来るわけではないが、拠点が再開しなけ
れば、地域支援活動も非効率的だし、受け皿がない活
動は終着点がない

– 自分の経済的生活再建にも、スタッフの確保にも、必要

– それでも、人口は流出する

能登半島地震で被災の奥能登地域 半年間で
人口５.９％減少
ＮＨＫ 08月01日 13時03分

石川県によりますと、ことしに入り６月までの半年間に奥能登地域から転出した人は、
あわせて２７００人でした。

１１２６人だった去年の同じ期間の２.４倍で、ふるさとを離れてほかの地域へ移る動き
が続いています。

転出者の数を自治体別に見ると、輪島市が去年の２.４倍の１３２５人、珠洲市が３.４
倍の６１６人、能登町が１.９倍の４５７人、穴水町が２.２倍の３０２人でした。

一方、この期間の転入は、４つの市と町であわせて４６８人と、去年の６割ほどにとど
まっています。

こうしたことなどから、７月１日時点の奥能登地域の人口は、推計で５万１９８３人となり、
ことし１月１日時点の５万５２１３人と比べると３２３０人、率にして５.９％減少しました。

能登半島地震で特に被害が大き
かった石川県の奥能登地域では、地
震のあとふるさとを離れてほかの地
域に移る人が増え、７月１日までの半
年間で人口は５.９％減少しました。



【石川】能登の人口 減少続く ８月１日推計 前月比 ６市町で計389人
中日新聞 2024年9月3日 05時05分 (9月3日 10時24分更新)

石川県は２日、８月１日時点の県内の人口推計を発表した。能登半島地震の
被害が大きい能登地方６市町では依然として減少傾向が続き、前月を計３８９人
下回った。要因としては出生者数が死者数を下回る「自然減」とともに、転入者数
が転出者数を下回る「社会減」も顕著となっている。

６市町のうち、前月比の人口減少率が最も高かったのは珠洲市の０・７％（７２
人減）。地震前の１月１日から８月１日にかけてでは輪島市の７・６％（１６６２人
減）に、珠洲市の７・４％（８７０人減）、穴水町の５・２％（３８１人減）が続いた。

県人口４０年に１００万人割れ 奥能登５０年には半減
読売新聞オンライン 2023/12/23 05:00

推計では、２０年に１１３万２５２６人だった県人口は、４０年に９７万８９２６人、５
０年には８９万６８０１人となる。５０年の人口に占める１４歳以下の割合は１０・２
％（２０年比１・９ポイント減）に下がる一方、６５歳以上は３８・３％（同８・５ポイント
増）となり、少子高齢化がさらに進む結果となった。

市町別の推計人口では、かほく、野々市両市を除く１７市町が今後、人口減の
一途をたどる。特に奥能登４市町で減少幅が大きく、珠洲市と能登町は５０年に
は２０年の４割未満に落ち込む。かほく市は２５年、野々市市も３０年を境に減少
に転じる。２０年に４６万３２５４人だった金沢市の人口は、５０年には４０万４４４９
人となる。

奥能登４市町の５０年の人口は、２０年比で半減する。推計値の減少率が６０・
７％と最も高くなった珠洲市の担当者は「どうしても歯止めがかからない」と頭を
抱える。

珠洲市では１５年度に街づくりに関する総合戦略を策定し、交流人口の拡大や
Ｕ、Ｉターンの相談数の増加といった数値目標を定めた。移住者数は増加傾向で
昨年度は７９人に上ったものの、人口減の抜本的な解決にはつながっていない。

各市町や県では人口流出を食い止めるため、周産期医療の提供体制を整える

国立社会保障・人口問題研究所が２２日に公表した「地域別将来推計人口」で、将来的に
県内全１９市町で人口が減少し、県人口は２０４０年までに１００万人を割り込むとの見通し
が示された。少子高齢化や人口減少への対策が急がれる現状が改めて浮き彫りになった。



2025 2040 

う蝕数

能登北部

歯科医師数
能登中部
石川県

100%

2020 
能登北部地域における歯科医療について
令和5年2月3日 石川県健康福祉部

25%?

15年

55%?

大規模災害に対する歯科医師会の対応に関する研修会 2022/2/17（木）



大規模災害に対する歯科医師会の対応に関する研修会 2022/2/17（木）

東日本大震災 被災会員調査（宮城県）

％宮城県H26.3.20

65.9８１
県内の被災前とほぼ同じ場所で診療所
やテナントを開設して再開している

17.0２１
県内の新しい場所で診療所やテナントを
開設して再開している

3.3４仮設診療所で再開している

0.8１県内の医療機関に勤務している

1.6２再開の準備中であるが診療していない

11.4１４再開の意思がなく、診療していない

100.0１２３

日本歯科医師会，H26.3.20



災害．．．だけの対策？

• 災害なんて、滅多に来ない

• 基本はニーズとリソースのバランスの欠如

• 医療提供体制の確保の延長でしかない

• それを考えるにあたっては

–人口減少

–医療過疎

ＪＭＡＰ 2024/11/13

安芸医療圏 ２２
中央医療圏 ２５６
高幡医療圏 ２１
幡多医療圏 ４１

２６４



高知県における歯科の災害対策

歯科としては？

災害としては？

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/kochi-ha-kihonkeikakusakutei/

県では、平成23年４月に施行された「高知県歯と口の健康づくり条例」に
基づき「第１期高知県歯と口の健康づくり基本計画（計画期間：平成24年度
から平成28年度末）」を策定し、これまで「むし歯予防対策」、「歯周病予防

対策」、「高齢者等の歯科保健対策」を主要な施策に位置付けて取り組み
を推進してきました。

平成29年度からは、第２期計画（計画期間：平成29年度から平成33年度）

に改定し、在宅歯科医療の充実やがん治療時における医科歯科連携の推
進、災害時の歯科保健医療対策の強化など日本一の健康長寿県構想の
取り組みとの整合性を図り、市町村や関係機関と連携を図りながら、歯と口
の健康づくりを一層推進してまいります。



第２期高知県歯と口の健康づくり基本計画 平成２９年３月

https://www.pref.kochi.lg.jp/

doc/2014073000186/

災害時だけでなく、

阪神淡路大震災
では、災害関連死
の死因の第一位
が「肺炎」であり、
こういった災害関
連死を阻止するた
めには、口腔ケア
などによる誤嚥性
肺炎予防が非常
に重要である

平時及び災害時
のどちらにおいて
も歯科保健医療
対策が非常に重
要



https://www.pref.kochi.lg.jp/

doc/2014073000186/file_co

ntents/kyoutei.pdf

平成26年7月28日

災害時の歯科保健医療対策

高知県歯科医師会
高知大学
徳島大学
高知学園短期大学
高知県

以下「南海トラフ地震
対策をはじめとする
災害時の歯科保健医
療対策」を含む。

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/

kochi-ha-kihonkeikakusakutei/

第２期高知県歯と口の健康づくり
基本計画
（計画期間：平成29～33年度）

• マンパワー不足に対
する支援

• 義歯喪失者に対する
技術的支援

• 身元確認等への協力

徳島
大学

• 歯科医師と連携した
現地への口腔ケア班
の派遣

• 現地での歯科保健医
療のニーズの把握、
多職種との連携、歯
科医師会等との連携



https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2022040100302/

県では、本計画を平成23年４月に施行された「高知県歯と口の健康づくり

条例」に基づく計画として位置づけ、県民の皆さまお一人おひとりが、積極
的に「歯と口の健康づくり」に取り組み、ライフステージ等に応じて適切な歯
科保健サービス、歯科保健医療が受けられるよう関連する施策を推進して
まいりました。

令和４年度からは、これまでの取り組みに加え、「子どもの歯と口の発
達」、「歯肉炎・歯周炎の予防」、「生活の質の向上に向けた口腔機能の維
持・向上」の３つを、主要な施策として推進していくとともに、職域等におけ
る成人期の歯周病対策、地域包括ケアにおける歯科保健医療対策、糖尿
病重症化予防などに関する医科歯科連携、災害時の歯科保健医療対策
などについても、強化していくことといたしました。

第３期高知県歯と口の健康づくり基本計画_概要版 令和４年３月
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災害対策基本法

準備・予防 復旧・復興対応・救護発災

(6) 医療および助産
① 医療

災害発生の日から

14日以内

地域防災計画（含：医療救護計画）

災害救助法

災害対策・対応の法律

南海地震
1946

伊勢湾
台風1959 被災者生活再建支援法

阪神・淡
路大震災
1995

がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患５疾病

救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産
期医療、小児救急医療を含む小児医療（その他）、新
興感染症等の感染拡大時における医療

６事業

医療法・・・5疾病・6事業

災害救助法の適用（役割）

市町村 都道府県

救助の実施主体
（基本法5条）

救助の後方支援・
総合調整

（基本法4条）

救助の実施主体
（法2条）

都道府県の補助
（法13条2項）

費用負担なし
（法21条）

費用の最大100分の
50（残りは国負担）

（法21条）

基本法
（救助法
非適用）

救助法

適用



災害対策基本法

準備・予防 復旧・復興対応・救護発災

(6) 医療および助産
① 医療

災害発生の日から

14日以内

地域防災計画（含：医療救護計画）

災害救助法

災害対策・対応の法律

南海地震
1946

伊勢湾
台風1959 被災者生活再建支援法

阪神・淡
路大震災
1995

がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患５疾病

救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産
期医療、小児救急医療を含む小児医療（その他）、新
興感染症等の感染拡大時における医療

６事業

医療法・・・5疾病・6事業

地域保健医療（平常時～災害時～復興期～平常時）

災害時：避難所・福祉避難所における健康支援対策
平常時：医療の届きにくい方への医療の提供（在宅含む）

地域住民への健康づくり活動
学校や施設なども含めた包括的健康づくり支援

災害対策：災害時要配慮者の福祉避難所への避難計画
地域住民への災害時の健康管理の情報提供
事業継続計画（BCP）を含む

地域保健医療（平常時～災害時～復興期～平常時）

災害時：避難所・福祉避難所における健康支援対策
平常時：医療の届きにくい方への医療の提供（在宅含む）

地域住民への健康づくり活動
学校や施設なども含めた包括的健康づくり支援

災害対策：災害時要配慮者の福祉避難所への避難計画
地域住民への災害時の健康管理の情報提供
事業継続計画（BCP）を含む

災害支援対策

災害時アセスメント

災害支援チーム

災害支援対策

災害時アセスメント

災害支援チーム

対策
＋活動

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/saigai-index/



高知県災害時医療救護計画（R5.7一部改定）

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/saigai-index/

第２ 医療救護活動

（１）保健医療調整本部（県保健医療本部）
（役割と体制）

２ 県の役割と初動体制

オ 県保健医療本部には、災害医療コーディネーター（総括）を置き、医療救護活動の全
体調整を行います。

⇒＜マニュアル15＞災害医療コーディネーター
カ 災害医療コーディネーター（総括）の下に、次のコーディネーター等を置き、それぞれの

所管する業務について全体調整を行います。
➣災害薬事コーディネーター（総括）：医薬品等の供給及び薬剤師の派遣調整

➣災害透析コーディネーター（総括）：透析患者及び透析医療機関のニーズの集約と
調整

➣災害歯科コーディネーター（総括）：歯科保健医療の提供及び歯科医療救護班等の
派遣調整

➣災害看護コーディネーター ：災害支援ナースの派遣調整
➣災害時周産期リエゾン ：周産期医療ニーズの情報集約と受入れ調整

⇒＜マニュアル16＞災害薬事コーディネーター
⇒＜マニュアル17＞災害透析コーディネーター
⇒＜マニュアル18＞災害歯科コーディネーター
⇒＜マニュアル19＞災害看護コーディネーター
⇒＜マニュアル20＞災害時周産期リエゾン

第２ 医療救護活動

２ 県の役割と初動体制

（２）保健医療調整支部（県保健医療支部）
（体制）

オ 県保健医療支部には、災害医療コーディネーター（支部担当）を置き、医療救護活動の
全体調整を行います。

⇒＜マニュアル15＞災害医療コーディネーター
カ 災害医療コーディネーターの下に、次のコーディネーターを置き、ぞれぞれの所管する

業務について調整を行います。
➣災害薬事コーディネーター（支部担当）：医薬品等の供給及び薬剤師の派遣調整
➣災害透析コーディネーター（ブロック担当）：ブロック（※）内の透析医療に関する全
体調整
（※）ブロックは、安芸、中央東、高知市、中央西・高幡、幡多の５ブロックとします。
➣災害歯科コーディネーター（支部担当）：歯科保健医療の提供に関する支部内の調整

⇒＜マニュアル1６＞災害薬事コーディネーター
⇒＜マニュアル1７＞災害透析コーディネーター
⇒＜マニュアル18＞災害歯科コーディネーター

高知県災害時医療救護計画（R5.7一部改定）

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/saigai-index/



第２ 医療救護活動

２ 県の役割と初動体制

（７）災害歯科コーディネーター

（役割）
ア 災害歯科コーディネーターは、災害医療コーディネーターの総合的な指示のもと、災

害時歯科保健医療活動及び歯科医療救護に関する支援策の立案及び実施、県外
からの支援を効率的かつ効果的に受け入れるための受援体制の整備等を行います。

（委嘱及び参集）
イ 県保健医療本部の災害歯科コーディネーター（総括）は、高知県歯科医師会が推薦

する歯科医師で知事が委嘱する者とします。
ウ 県保健医療支部の災害歯科コーディネーター（支部担当）は、高知県歯科医師会

（高知市支部にあっては高知市歯科医師会）が推薦する歯科医師で知事（高知市支
部にあっては高知市長）が委嘱する者とします。

エ 長期間の歯科医療支援の調整を行うことが必要になるため、災害歯科コーディネー
ターは複数名を基本とします。

オ 災害歯科コーディネーターが被災等により業務を行うことができない場合は、知事

（高知市支部にあっては高知市長）は、必要に応じて別の者を災害歯科コーディネー
ターとして委嘱します。

カ 災害歯科コーディネーターは、県保健医療本部及び県保健医療支部が設置されたと
きは直ちに参集するよう努めます。

⇒＜マニュアル18＞災害歯科コーディネーター

高知県災害時医療救護計画（R5.7一部改定）

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/saigai-index/

図 4 災害時の
医療救護体制

高知県災害時医療
救護計画（R5.7一部

改定）

https://www.pref.kochi

.lg.jp/doc/saigai-index/

４ 医療機関の役割

第２ 医療救護活動



（３）医療救護チーム

５ 医療救護チームの活動

第２ 医療救護活動
高知県災害時医療救護計画（R5.7一部改定）

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/saigai-index/

ニ 歯科医療救護班や薬剤師医療救護班などの医療救護チームは避難所を中心とし

て活動します。これらのチームの派遣先については、災害医療コーディネーター及
び災害歯科コーディネーター並びに災害薬事コーディネーターが、避難所運営の
県担当部局及び市町村災害対策本部と調整を行います。

第４ マニュアル

＜マニュアル 15＞ 災害医療コーディネーター

１ 災害医療コーディネーター（支部担当）の活動
～省略～
（２）支援策立案及び支援要請
～省略～
イ 県保健医療支部は、災害医療コーディネーター（支部担当）が立案した支援策を、各

分野のコーディネーター及び関係機関に指示または連絡するとともに必要な支援を要請
します。ただし、医薬品の供給や薬剤師の派遣等の医薬品に関する支援、また人工透析
に係る資材の供給や医療従事者の派遣等の人工透析に関する支援及び歯科用医薬品
等の供給や歯科医療従事者の派遣等の歯科保健医療に関する支援については、各分
野のコーディネーターが災害医療コーディネーター（支部担当）の総合的な指示のもとに
要請します。
～省略～
（３）被災地域の状況の変化に応じた支援活動
ア 各種の医療支援の応諾の連絡を受けたときは、支援チームや支援物資については、

参集及び輸送場所や支援内容等の調整を行います。ただし、医薬品に関する支援や人
工透析に関する支援、歯科保健医療に関する支援については、県保健医療支部の災害
医療コーディネーターの指示のもと、各分野のコーディネーターが参集及び輸送場所や
支援内容等の調整を行います。その後、調整結果を災害医療コーディネーター（総括）及
び関係機関に周知します。

高知県災害時医療救護計画（R5.7一部改定）

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/saigai-index/



２ 災害医療コーディネーター（総括）の活動
～省略～
（２）支援策立案及び支援要請
～省略～
イ 県保健医療本部は、災害医療コーディネーター（総括）が立案した支援策を、各分野

のコーディネーター等及び関係機関に指示または連絡するとともに必要な支援を要請し
ます。ただし、医薬品の供給や薬剤師の派遣等の医薬品に関する支援、また人工透析
に係る資材の供給や医療従事者の派遣等の人工透析に関する支援、歯科用医薬品等
の供給や歯科医療従事者の派遣等の歯科保健医療に関する支援及び周産期医療に関
する支援については、各分野のコーディネーター等が災害医療コーディネーター（総括）
の総合的な指示または調整のもとに要請します。

高知県災害時医療救護計画（R5.7一部改定）

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/saigai-index/

第４ マニュアル

＜マニュアル 15＞ 災害医療コーディネーター

＜マニュアル 18＞ 災害歯科コーディネーター

高知県災害時医療救護計画（R5.7一部改定）

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/saigai-index/

第４ マニュアル

１ 災害歯科コーディネーター（支部担当）の活動
（１）初動
ア 県保健医療支部が設置されたときは、直ちに参集するよう努めます。参集が困難な場合は、使用可能な情報伝

達手段を用いて地区歯科医師会及び災害医療コーディネーター（支部担当）と連絡を取り、活動の進め方等につ
いて調整します。

イ 災害歯科コーディネーター（総括）と連携して、支部管内の歯科医療機関の被災状況に関する情報を収集します。

また、災害歯科コーディネーター（総括）及び地区歯科医師会と、支部管内及び県内の被災状況等に関する情報
を共有します。

（２）支援策立案及び支援報告
ア 県保健医療支部が収集した支部管内の情報をもとに、災害医療コーディネーター（支部担当）の総合的な指示

のもと、歯科保健医療に関する支援策を立案します。県保健医療支部管内の体制だけでは支援策を実施するこ
とが困難な場合は、県保健医療支部から県保健医療本部に支援を要請します。

イ 県保健医療支部は、災害歯科コーディネーター（支部担当）が立案した歯科保健医療に関する支援策を、県保
健医療本部の災害歯科コーディネーター（総括）及び地区歯科医師会等の関係機関に速やかに報告します。

ウ 歯科保健医療の需要にあわせて医療資材、歯科用医薬品等、支援物資の調達等を行います。
（３）被災地域の状況の変化に応じた支援活動
ア 県保健医療本部から歯科医師派遣等について応諾の連絡を受けたときは、医療ニーズとのマッチングを行った

うえで、支援を受け入れるための調整を行います。また、調整結果を、災害歯科コーディネーター（総括）、地区
歯科医師会等に周知します。

イ 災害医療コーディネーター（支部担当）、地区歯科医師会等と支部管内の歯科用医薬品の供給及び歯科保健医
療に関する最新の情報を共有し、状況の変化に応じて、支援策の見直しについて関係者と協議し、実施します。

ウ 支部管内で歯科用医薬品等の供給または歯科保健医療に関する課題が生じた場合は、これを解決するために、
関係者との調整を行います。



＜マニュアル 18＞ 災害歯科コーディネーター

高知県災害時医療救護計画（R5.7一部改定）

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/saigai-index/

第４ マニュアル

２ 災害歯科コーディネーター（総括）の活動
（１）初動
ア 県保健医療本部が設置されたときは、直ちに参集するよう努めます。参集が困難な場合は、使用可能な情報伝

達手段を用いて高知県歯科医師会及び災害医療コーディネーター（総括）と連絡を取り、活動の進め方等につい
て調整します。

イ 高知県歯科医師会と連携して、県内の歯科医療機関の被災状況に関する情報を収集します。また、災害歯科
コーディネーター（支部担当）と、各支部管内の被災状況等に関する情報を共有します。

（２）支援策立案及び支援報告
ア 県保健医療支部及び広域的な災害拠点病院からの支援要請、災害歯科コーディネーター（支部担当）及び高知

県歯科医師会からの情報、県保健医療本部が収集した県内及び全国の情報をもとに、災害医療コーディネー
ター（総括）の総合的な指示のもと、歯科保健医療に関する全県的な支援策を立案します。

イ 県保健医療本部は、災害歯科コーディネーター（総括）が立案した支援策を、災害歯科コーディネーター（支部担
当）及び高知県歯科医師会に速やかに報告します。

ウ 県保健医療本部は、災害歯科コーディネーター（総括）の立案した支援策に基づき、歯科医療救護班及び口腔
ケア班の派遣（県外からの派遣を含む）を高知県歯科医師会に要請します。

（３）被災地域の状況の変化に応じた支援活動
ア 高知県歯科医師会・日本歯科医師会からの歯科医療救護班及び口腔ケア班の派遣が決まった場合は、医療

ニーズとのマッチングを行ったうえで、県保健医療支部等と支援を受け入れるための調整を行います。
イ 災害医療コーディネーター（総括）、災害歯科コーディネーター（支部担当）、高知県歯科医師会等と、県内の歯

科用医薬品等の供給及び歯科保健医療活動に関する最新の情報を共有し、状況の変化に応じて、支援策の見
直しについて関係者と協議し、実施します。

ウ 歯科用医薬品等の供給または歯科保健医療に関する課題が生じ医療支部ごとの対応では解決が困難な場合
は、災害医療コーディネーター（総括）の総合的な指示のもと、関係者との調整を行います。

＜マニュアル 18＞

災害歯科コーディ
ネーター

第４ マニュアル

図 18-1 災害歯科

コーディネーターの
活動

高知県災害時医療
救護計画（R5.7一部

改定）

https://www.pref.kochi

.lg.jp/doc/saigai-index/



７ 医薬品等及び輸血用血液の供給

第２ 医療救護活動
高知県災害時医療救護計画（R5.7一部改定）

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/saigai-index/

（３）歯科用医薬品

（事前の備え）
ア 県は、歯科医療救護活動に使用する歯科用医薬品及び歯科用材（以下「歯科用医薬品等」とい

う）を、高知県歯科医師会が支部（高知市支部を除く）ごとに選定する歯科診療所（以下「医薬品
備蓄歯科診療所」という。）、高知県歯科医師会歯科保健センター、高知医療センター及び高知
大学医学部附属病院に、流通備蓄の方法により備蓄します。また、高知県歯科医師会、高知医
療センター及び高知大学医学部附属病院とあらかじめ協議し、災害発生時の供給体制を整備し
ておきます。

⇒＜資料５＞医薬品等備蓄医療機関一覧
⇒＜資料７＞災害備蓄医薬品等総括表（歯科用医薬品等）

（歯科用医薬品等の供給）
イ 高知県歯科医師会は、市町村災害対策本部、県保健医療本部または県保健医療支部からの要

請に基づく歯科医療救護活動を行うときは、医薬品備蓄歯科診療所または高知県歯科医師会
歯科保健センターに備蓄する歯科用医薬品等を使用します。

ウ 高知医療センター及び高知大学医学部附属病院は、備蓄歯科用医薬品等を自院で行う歯科医

療救護活動に使用するほか、要請に応じて、歯科医療救護活動を行う他の医療救護施設等に
供給します。

エ 市町村災害対策本部、県保健医療本部及び県保健医療支部は、歯科用医薬品等の供給要請
を受けたときは、供給のための調整を行います。

オ 歯科用医薬品等は原則として要請元が指定された場所に取りに行きますが、困難な場合は、県
保健医療本部及び県保健医療支部は医薬品等の輸送に可能な限り協力します。

⇒＜マニュアル14＞医薬品等及び輸血用血液の供給

高知県災害時医療救護計画 資料



高知県災害時歯科保健医療活動指針ver.2 令和6年3月 高知県健康政策部保健政策課

高知県災害時医療救護計画 資料



https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2024032600623/

第８章 健康危機管理体制

第２節 災害時における医療

第８期高知県保健医療計画

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2024032600623/

災害が発生すると、高知県災害時医療救護計画に基づき、県庁内に高知
県保健医療調整本部（以下「県保健医療本部」という。）を、被災地を所管
する福祉保健所や高知市保健所に保健医療調整支部（以下「県保健医療
支部」という。）を設置し対策にあたります。県保健医療本部及び県保健医
療支部は、市町村災害対策本部と連携をとり、消防や警察、自衛隊などの
関係機関及び県内外の各地から参集する医療救護チームとの調整を行い
ます。

また、県保健医療本部及び県保健医療支部には、災害医療コーディネー
ターが配置され、災害薬事コーディネーター、災害透析コーディネーター、
災害歯科コーディネーター、災害看護コーディネーター、災害時小児周産期
リエゾンなどとともに医療救護活動について調整を行います。

現状
１ 災害医療の実施体制
（１）概要

医療救護チームとの
調整・受援



現状
１ 災害医療の実施体制
（５）医療救護チーム

イ その他の医療救護チーム

災害時には、ＤＭＡＴのほか、日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ）や
日本赤十字社の日赤救護班、国立大学附属病院や国立病院機構の
チーム、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、リハビリテーション専門職を
はじめとする各種医療団体などを中心とした医療チームや保健チーム、
災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）、日本災害歯科支援チーム（ＪＤＡＴ）、
自衛隊衛生科部隊、医療ボランティアなど、多くの支援が予想されます。

そのため、令和４年９月には、災害時に効果的かつ円滑な活動ができる
よう医療救護チームの受援の仕組みを構築し、高知県災害時医療救護
計画に定めました。

第８期高知県保健医療計画

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2024032600623/

第８章 健康危機管理体制

第２節 災害時における医療

医療救護チームとの
調整・受援

県保健医療本部・支部の体制強化を図り、被災時の迅速な動きにつなげるため、
会議や訓練を通じ、各地域における現状や課題の共有を行うとともに、ＤＭＡＴや福
祉分野との連携、配置される各コーディネーターを中心とした調整機能のあり方や多
職種連携による役割分担を確認し、高知県災害時医療救護計画を随時見直します。

また、訓練等により四国の３県や「中国・四国地方の災害発生等の広域支援に関
する協定（平成 24 年３月１日）に基づくカウンターパート（島根県、山口県）のほか、

国や警察、消防機関、自衛隊、海上保安庁、日本赤十字社等の公的機関や、医師
会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、柔道整復師会、医薬品卸業協会等との連携
に努めるとともに、医療救護チームの受援マニュアルの検証を行います。

さらに、健康危機管理に係る指揮調整機能の維持・強化のため、「地方ブロックＤＨ
ＥＡＴ協議会」等との連携による研修を実施するほか、災害発生時に迅速に対応でき
るよう運用の詳細を定めた受援マニュアルを策定し、ＤＨＥＡＴの体制整備を図ります。

第８期高知県保健医療計画

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2024032600623/

第８章 健康危機管理体制

第２節 災害時における医療

対策
県は、以下の取組を推進します。
１ 災害医療の実施体制
（３）県保健医療本部及び支部の調整機能のあり方と関係機関との連携

医療救護チームとの
調整・受援



保健医療活動チーム（DMAT、

日本赤十字社の救護班、
JMAT、国立病院機構の医療
班、AMAT、日本災害歯科支
援チーム（JDAT）、薬剤師

チーム、看護師チーム、保健
師チーム、管理栄養士チー
ム、JDA-DAT、DPAT、JDRAT、
その他）

保健医療福祉活動に係る関
係機関、災害福祉支援ネット
ワーク本部（DWAT本部）

大規模災害時の保健医療 活動に係る体制の整備について

保健所

DHEAT

市町村

避難所

福祉

福祉
民生

主管課

大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の整備について，令和4年7月22日

福祉

ＤＨＥＡＴ 活動理念と役割

• ＤＨＥＡＴの活動理念は「防ぎ得た死と二次健康
被害を最小化すること」、「（被災地が）できる限
り早く通常の生活を取り戻すこと」にあります。

• ＤＨＥＡＴの役割は、被災都道府県庁の保健医
療福祉調整本部及び保健所（保健所支援とし
ての市町村支援を含む。）における指揮調整
（マネジメント）機能の支援です。

DHEAT (災害時健康危機管理支援チーム): Disaster Health Emergency Assistanse Team

一定規模以上の災害が発生した際に、被災都道府県庁の保健医療福祉調整本部及び
保健所が担う指揮・総合調整（マネジメント）機能等を支援するため、専門的な研修・訓練
を受けた都道府県等の職員により構成される応援派遣チーム



Ⅴ．活動の実際
２．災害時保健医療福祉活動

1. 医療対策
2. 避難所運営支援
3. 歯科保健医療対策
4. 感染症対策
5. 食支援・栄養指導
6. 生活不活発病対策

7. 車中泊・深部静脈
血栓症（DVT）対策

8. 在宅被災者支援

9. 要配慮者支援（高齢者、
母子、障がい者）

10.こころのケア
11.衛生環境対策
12.食品衛生対策
13.被災動物対策

14.御遺体の取扱いに係る
対応

ＤＨＥＡＴ活動ハンドブック（第２版） 令和５年３月
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000998894.pdf

ＤＨＥＡＴ活動ハンドブック（第２版） 令和５年３月
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000998894.pdf



第６節 歯科保健医療

第８期高知県保健医療計画

第７章 ６事業及び在宅医療などの医療連携体制

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2024032600623/

現状と課題
４． 年代や対象別の歯科保健医療
（８）災害時

南海トラフ地震等大規模災害時には、情報伝達が困難な状況や歯科保健
医療に必要な人員が不足することが予想されるため、大規模災害時に必要
な歯科保健医療サービスを提供できる体制を強化する必要があります。さら
に、災害時の歯科保健医療活動が円滑に行えるよう高知県災害時歯科保健
医療対策活動指針の継続的な見直しが必要です。

（８）災害時

県は、関係団体と災害時の歯科保健医療活動の在り方について検討を継続
するとともに、円滑な医療救護活動が行えるよう、高知県災害時医療救護計画
や高知県災害時歯科保健医療対策活動指針の継続的な見直しを行います。

対策

４． 年代や対象別の歯科保健医療

災害時歯科保健医療
対策活動指針

大規模災害時には、発災直後の口腔領域の外傷対応や避難生活者の歯科治
療、災害関連死を防ぐための口腔ケア対策などの歯科保健医療活動が必要です。

このため、県では平成 28 年度に「高知県災害時歯科保健医療対策活動指針」

を作成して、県内外の関係機関等との調整を行う災害歯科コーディネーターを県
保健医療本部及び県保健医療支部に配置し、発災直後から歯科保健医療従事
者及び行政機関が連携した初動体制を整え、中長期にわたる避難生活者への支
援を行うこととしています。

第８期高知県保健医療計画

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2024032600623/

第８章 健康危機管理体制

第２節 災害時における医療

現状
１ 災害医療の実施体制
（12）災害時の歯科保健医療

災害時の円滑な歯科医療の提供や口腔衛生の確保、歯科医療機能の早期回復
が図られる体制の強化が必要です。

課題
１ 災害医療の実施体制
（９）災害時の歯科保健医療

災害時歯科保健医療
対策活動指針



関係団体と災害時の歯科保健医療活動の在り方について検討を継続すると
ともに、円滑な医療救護活動が行えるよう、高知県災害時歯科保健医療対策
活動指針の継続的な見直しを行います。

また、避難所に歯科保健医療スタッフを派遣できる態勢を維持します。歯科
医療救護活動に使用する歯科用医薬品等は、選定した歯科医療機関や県歯
科医師会歯科保健センターに流通備蓄の方法により備蓄します。

第８期高知県保健医療計画

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2024032600623/

第８章 健康危機管理体制

第２節 災害時における医療

対策
１ 災害医療の実施体制
（９）災害時の歯科保健医療の取組

災害時歯科保健医療
対策活動指針

高知県災害時歯科保健医療活動指針ver.2 令和6年3月 高知県健康政策部保健政策課



高知県災害時歯科保健医療活動指針ver.2 令和6年3月 高知県健康政策部保健政策課

フェーズ

高知県災害時歯科保健医療活動指針ver.2 令和6年3月 高知県健康政策部保健政策課

口腔外傷



高知県災害時歯科保健医療活動指針ver.2 令和6年3月 高知県健康政策部保健政策課

歯科治療

高知県災害時歯科保健医療活動指針ver.2 令和6年3月 高知県健康政策部保健政策課

口腔ケア



高知県災害時歯科保健医療活動指針ver.2 令和6年3月 高知県健康政策部保健政策課

口腔ケア（つづき）

高知県災害時歯科保健医療活動指針ver.2 令和6年3月 高知県健康政策部保健政策課

口腔ケア（ライフステージ・対象）



高知県災害時歯科保健医療活動指針ver.2 令和6年3月 高知県健康政策部保健政策課

アセスメント

高知県災害時歯科保健医療活動指針ver.2 令和6年3月 高知県健康政策部保健政策課



高知県災害時歯科保健医療活動指針ver.2 令和6年3月 高知県健康政策部保健政策課

アセスメント，物資提供，啓発

歯科医療歯科保健

医療救護・
応急処置

診療記録



災歯２-１ （場ごとの記録と評価）

集団アセスメント・評価・管理

災歯２-２ 総括表（地域全体の評価と優先度）

救護 記録票 救護 報告書

処置

治療

診察
相談
指導
ケア

紹
介

摂
食

嚥
下

処置・治療 診察・相談・指導・ケア

紹介 摂食嚥下

のべ人数

実人数

実人数

ひとりずつ、横1列、縦に10人 集計

http://jsdphd.umin.jp/

災歯３-７

災歯３-６



災歯３-４ 総括票災歯３-３ 歯科保健医療ニーズ調査・啓発・指導
実施票（個別・複数）

個別アセスメント・保健指導

計画

集計

評価
（6）

歯科治療
の確保
問題

（5）
歯科治療

の
必要性

（4）
歯や口の

清掃
問題

（3）
歯みがきを

する
問題

（2）
歯みがきの

環境
問題

（1）
食事を

する時の問
題

項目

近隣の歯
科診療所、
交通手段、
移動の可
否など

痛み・義歯
紛失等に

対する歯科
治療の必

要性

口渇・
口臭・舌、
口の中の

汚れ

歯みがきが
できてい

る・介助磨
きがされて

いる

歯ブラシ・
ケア・義歯
用品・水や
場所の確

保

歯が痛い・
食べにく

い・
食事中の

ムセ

内容

保健/医療→歯科 歯科（支援ＪＤＡＴ）
→歯科（地域・かかりつけ）

申し送り票（令和6年能登半島地震対応からの提案）

集団

個別

個別



申し送りと「個人情報」の取り扱い

• 所定の書式があれば記載して申し送りをします（入
力を求められる時もあります）

• 「実施表（個別・複数）」は個人情報ですので、最終
的には回収し、保健医療福祉調整本部で管理しま
す

• その他の票は控えをとって派遣元に報告します

• 派遣元には、不足物品や、活動報告など、必要時
別の報告書に記載して、報告します

© 2019 DPHD

歯科口腔アセスメント
ツールのオンライン化
の試み（集団・迅速）



高知県災害時歯科保健医療活動指針ver.2 令和6年3月 高知県健康政策部保健政策課

在宅歯科医療貸出機器の活用

高知学園短期大学医療
衛生学科歯科衛生専攻

県歯・市歯

高知医療センター

高知大学病院



医療救護チームとの調整・受援

援軍が来たときに頼るのは何か

• その土地で決められたやり方

• 読めばわかるような文言化がされていれば楽

• 文書化されていなければ、聞かなければわから
ない

• 「その時に聞いてくれればいい」は、実際に災害
が起きると、そうはいかない



文言化されているもの

• 高知県災害時医療救護計画（R5.7一部改定）
＜マニュアル 15＞ 災害医療コーディネーター

• 災害時歯科保健医療対策活動指針

• 災害時の医療救護に関する協定書

高知県歯科医師会 災害時協定

• 【四国４県歯】 危機事象発生時の四国４県歯科医師会広域応援に関す
る基本協定（Ｈ２４）

• 【高知県】 災害時の医療救護に関する協定書（Ｈ２４）
• 【高知学園短期大学】 災害時の歯科医療救護に関する協定書（Ｈ２５）

• 【高知県警察】 死体の身元確認等における協力体制に関する協定書
（Ｈ２５）

• 【中国四国地区９県歯】 危機事象発生時の中国四国地区歯科医師会広
域応援に関する基本協定 （Ｈ３０）

• 【高知県歯科衛生士会】 大規模災害時における歯科医療救護活動に関
する協定書 （令和６年９月９日）

• 【高知県歯科技工士会】 大規模災害時における歯科医療救護活動に関
する協定書 （令和６年９月９日）

• 【高知県歯科材料商店】（２通） 大規模災害時における歯科医療に係わ
る 支援物資協力協定（令和６年９月９日）



災害時の医療救護に関する協定書 高知県（甲）×高知県歯（乙）（Ｈ２４）

歯科保健医療の「ニーズ」
医療・保健（初期）・保健（中長期）

歯科
医療

保健

• 歯科医療ニーズは初期が多く、だんだんと
落ち着いてくる

• 多くは、自覚症状により訴えられてくる

• 初期は、口腔衛生管理が困難となり、口腔
や全身の感染症などが懸念される

• 自認はあっても、それにより引き起こされる
疾病などへの認識は少ないため、訴えとし
てはあがって来にくい

• 環境要因は個人からは訴えにくい

• 居住／生活環境の変化により、時間とと
もにフレイルが進む場合が見受けられる

• 特にハイリスク者に予防策をとらない限り、
フレイル関連疾病となっていく

（口腔健康管理／
災害関連疾病予防）



医療資源

傷病者数

供給×需要 ミスマッチ

対策は？
• 効率化
• 医療を↑

• 受診者を↓

医療 供給×需要 ミスマッチ
対策

• 効率化（医療の）
–傷病者のトリアージ
–病院情報の一元化

• 医療を↑
–病院支援（インフラ、資器材、人材、薬剤etc.）
–広域医療搬送

• 受診者を↓
–防災（地域・個人）
–避難所・地域における健康管理

（ラピッド）アセスメント

病気の人や病気にな
りそうな人、その背景
にある課題や問題等
を迅速に把握する

効果的な対応には？



必要時、同時に援軍を
要請しておくことも大切

• 援軍は、頼んでから来るまでに時間がかかる

• ならば、その時間は計算して早めに注文してお
かなければ、必要なタイミングに援軍は来ない

• 援軍のために、お膳だてする必要はない

• 援軍は、自分たちの体制を整えるためにある

市町村への歯科保健医療“県外”支援

県外
派遣単位

県外
人的派遣調整

県外県内

１W厚労省／日歯
歯科支援チーム

（全国）
東日本大震災

１W（ただし前
後2チーム）

福岡県歯
（ブロック幹事県歯）

口腔機能支援チーム
（九州沖縄山口）

平成28年熊本地震

歯科チーム
（3大学）

平成29年九州北部豪雨

歯科チーム平成30年7月豪雨

歯科チーム
（2大学）

北海道胆振東部地震

歯科チーム令和元年台風15・19号

歯科チーム令和2年7月豪雨

多種多様日歯
ＪＤＡＴ
（全国）

令和6年能登半島地震

（県内）

被災県歯 日帰り



これらの支援を通じて、被災した地域が日常を取り戻すためのお手伝

いをさせていただきます。歯や口に関することで、お困りのことやご希望

がありましたら、遠慮なくご相談ください。歯みがき用品の提供を含め、

全て無料です。

を、おひとりおひとりの状態にあわせてご紹介・ご説
明し、必要な歯みがき用品をご提供します。

災害時のお口のケアが、肺炎などのからだの病気
を予防することなども、あわせてお伝えします。

• お水が少ない時の歯みがきの工夫
• お口が乾きやすい時のマッサージ方法

皆さんがお集まりの場所
で、歯や口からの健康の保
ち方をご説明したり、お口
の体操をしたりします。

• お口の体操
• 歯や口と健康 講和

近隣の歯科診療所が再開する
までの間、痛みをとる、食べやすく
する、などの応急治療を行います。

• 歯が痛い、口内炎ができた
• 入れ歯が痛い、ゆるい
• 歯の詰め物がとれた

• JDAT (日本災害歯科支援チーム)は、歯科医師・歯科衛生士・
歯科技工士などによるチームです。

• 避難所や高齢者施設等において、応急歯科治療や口腔衛生
の確保・口腔機能の維持をサポートします。

地域の歯科診療所の再開
状況にあわせて、治療が必
要な方を診療所に繋ぎます。

歯科保健活動
【集団】

お口の
健康づくり歯や口のお困りごとなどを確認し、

災害時の生活における工夫の仕方

地域の歯科医療
提供体制の再構築

歯科相談
応急歯科治療

災害歯研 Ver1.1（202405）

＜連絡先＞ ＊＊歯科医師会 ＊＊＊－＊＊＊－＊＊＊＊

【目的・趣旨】
JDAT（Japan Dental Alliance Team︓⽇本災害⻭科

支援チーム）は、災害発生後おおむね72時間以降に地域
⻭科保健医療専門職により⾏われる、緊急災害⻭科

医療や避難所等における口腔衛生を中心とした公衆衛生
活動を支援することを通じて被災者の健康を守り、

地域⻭科医療の復旧を支援すること等を目的としている。

Japan Dental Alliance Team
（JDAT、日本災害歯科支援チーム）

JDAT（Japan Dental Alliance Team：日本災害歯科支援チーム）活動要領令和4年（2022年）3月2日正式発足



R6年能登半島地震 JDAT活動（他県）

• 1月4日 厚生労働省「令和６年能登半島地震医療関係
団体等緊急連絡会議」に日歯が出席

• 1月7・8日 石川県歯チームが被災地巡回
• 1月12日 石川県歯→石川県知事
• 1月13日 「石川県知事→厚生労働省→日歯」要請、「石

川県歯→日歯」要請
• 1月13日 「日歯→日本災害歯科保健医療連絡協議会構

成団体」要請
• 1月18日 他県JDAT派遣開始
• 3月10日 他県JDAT派遣終了、以降は北陸3県のみ
• 3月20日 他県JDAT派遣終了、以降は石川県歯による歯

科診療バスによる仮設診療所、および、金沢市の1.5次
避難所

能登北部医療圏における
人口と歯科診療所数

輪島市
珠洲市

能登町

志賀町 七尾市

穴水町

人口高
齢化率人口⻭科

診療所
46％22,00012輪島市
52％12,0005珠洲市
50％14,0005能登町
49％7,0004穴水町

割合うち65歳
以上

⻭科医師
数医療圏

20.9%24115南加賀
22.1%97438石川中央
45.6%3168能登中部
35.5%1131能登北部

能登北部地域における歯科医療について 令和5年2月3日 石川県健康福祉部

石川県内医療圏における
歯科医師数と65歳以上の割合所数

ＪＤＡＴの派遣先市町村と
派遣チーム数（128）

• 1チームは、3市町村
で活動

• 1チームは活動拠点
の物資整備のみ

• 派遣日数はまちまち
で、隣県からの日帰
りでの派遣もあった

7チーム

27チーム

23チーム

34チーム
5チーム

23チーム

7チーム

チーム数派遣日数

351

72

213

434

155

36

37

18



JDAT 活動に係る現況報告
(2024 年 3 月 21 日現在)

• 3/11(月)の週からは富山県、福井県、石川県 JDAT で珠洲市、輪島市を中
心に対応しているが、珠洲市、輪島市ともに 3/20(水)をもって JDAT 活動を

修了し、今後は基本的に石川県チームで「道の駅すずなり」での歯科診療
車(福井県歯科医師会所有)、金沢市 (1.5 次避難所)の対応を継続して行
う。

• 珠洲市では歯科診療所 5 か所すべてが稼働できない状況にある。歯科
診療車における診療は 4 月も引き続き行い、基本的に木曜日を除き毎日
行う予定。ただし、歯科診療所が再開した場合には中止する場合あり。

• 輪島市では 11 歯科診療所のうち 6 か所が一部制限付きで稼働している。

• 能登町では歯科診療所 5 か所すべてが稼働しているが、通常通りとまで
はいかない。

• 穴水町では歯科診療所 4 か所すべてが一部制限付きで稼働している。

• 七尾市では歯科診療所 28 か所すべてが一部制限付きで稼働している。

• 金沢市(1.5 次避難所)については火曜日を除き対応していく。

JDAT チーム構成・期間のイメージ

【構成（例）】

歯科医療救護チーム
歯科医師２、事務職１
歯科医師２、歯科衛生士１、歯科技工士１

歯科保健支援チーム
歯科医師２、歯科衛生士２

歯科診療所休診時期（活動開始時）

歯科診療所再開時期

【期間（例）】 4日間程度／チーム

歯科保健支援チーム
歯科医師１、歯科衛生士２～３

日土金木水火月

引
継 引

継

引
継

引
継

チームＡ
チームＢ

チームＣ
チームＤ

© 2024 DPHD



口腔健康管理/口腔機能管理

口腔ケア 口腔体操

適切な栄養摂取・肺炎/続発症予防

歯科疾患の予防

口腔内の感染症の予防

適切な咀嚼/摂食/嚥下
機能維持

口腔内細菌 増殖予防 唾液分泌量/筋力維持

(適切な栄養摂取可な状態)

歯科治療

口腔健康/機能管理 しっかり噛んで
飲み込める！

清潔を保って
疾病予防！

保健医療･福祉活動チームとJDATとの連携

応急歯科診療

口腔衛生管理、歯科保健指導
口腔感染症・災害関連疾病（誤嚥性肺炎）予防

地域歯科医療再開

地域歯科保健の
再構築

超急性期 急性期 亜急性期 慢性期

被災地での
歯科対応

歯科チーム

先遣JDAT

地域JDAT 支援JDAT

支援JDAT 支援JDAT

歯科支援開始 医療ニーズから
保健フェーズへ

避難所集約・
仮設住宅へ移行

歯科診療所再開
仮設歯科診療所開設（必要時）

支援JDAT 支援JDAT

歯科の
フェーズ

JMAT JRAT

DWAT 社会福祉協議会

DMAT
歯科 歯科

歯科

地域JDAT

統括JDAT

連携・情報共有

連携・情報共有

連携・情報共有

保健医療・福祉活動チームとJDATとの連携

連携・情報共有

復興リハビリテーション

地域ささえ合いセンター

※ 概念図であり、タイミングはこの限りではありません

歯科保健医療

多職種・地域資源

連携・情報共有

（必要時、歯科救護所設置)

JDA-DAT
歯科

連携・情報共有

© 2024 DPHD



行動指針 共通書式
災害歯科保健医療

標準テキスト（第2版）

© 2024 DPHD

災害時避難所等
口腔保健ｱｾｽﾒﾝﾄ票

項目

基本情報

避難者数

高リスク者数
対象者

歯科保健医療
の確保状況

（１）歯科医療

水・洗口場の
確保状況（２）環境

歯ブラシ・歯磨剤

の確保状況
（３）用具

口腔衛生行動

介助の有無
（４）行動

痛みや不自由さの
有無（５）症状

その他

歯科／集団・迅速

集団生活する
「場」としての
環境の評価

個人の環境や
行動、症状や
困りごとなど
のまとめ



• 平成31年2月20日「第8回災害歯科保健

医療連絡協議会」にて、統一色による
ビブスの作成の方向性を了承

• 令和元年8月頃に、全都道府県歯科

医師会を含む災害歯科保健医療連絡
協議会の参画団体に1着ずつ送付

© 2024 DPHD

JDAT 平常時・災害時
平常時

被災時

災害時
• 緊急災害歯科医療や避

難所等における口腔衛
生を中心とした公衆衛生
活動を支援

• JMATなどの医療チーム
の歯科との連携

• 研修と、体制整備

• 地域の災害対策や防災訓練に
積極的に参画

• 地域の情報を繋ぐ

• 必要時は支援チームの派遣要
請を提言

• 現地支援活動コーディネーター
として受援

JDATには、災害時のみならず、平常時からの地域災害対
策に携わり、災害時には、地域歯科保健体制のBCP（事
業継続計画）をマネジメントする役割が求められている

© 2022 DPHD

地域での歯科
保健医療提供
体制の継続



１日目
研修科目スケジュール

開会・挨拶11：00～11：05※5分

研修の目的（オリエンテーション）11：05～11：15※10分

災害歯科医療概論11：15～11：35※20分

歯科災害派遣チームの実現に向けて11：35～12：05※30分

災害歯科コーディネーターの役割12：05～12：35※30分

＜休憩＞12：35～13：30※55分

災害時における歯科医師会の対応13：30～14：00※30分

災害時における保健医療の対応14：00～14：30※30分

厚生労働省における災害対応14：30～14：50※20分

JMAT等との連携（災害時の医療チー
ムの活動）

14：50～15：20※30分

＜休憩＞15：20～15：40※20分

内閣府における災害対策15：40～16：10※30分

防衛省・自衛隊における災害活動16：10～16：30※20分

海上保安庁における災害対応16：30～16：45※15分

警察庁における災害対応（身元確認
含む）

16：45～17：00※15分

災害時における身元確認体制との連
携

17：00～17：25※25分

１日目閉会17:25

災害歯科保健医療体制研修会
（2018年度～，厚労省補助金 災害医療チーム等養成支援事業）

２日目
研修科目スケジュール

【講義・演習】
被災市町村におけるコーディネー
ト

9：30～11：30
※120分

＜休憩＞
11：30～12：30
※60分

【講義・ロールプレイ】
心理社会的サポート

12：30～13：30
※60分

【講義・演習】
都道府県におけるコーディネート

13：30～15：30
※120分

総評、質疑
15：30～15：50
※20分

閉会・修了証交付15:50

主催：日本歯科医師会
（災害歯科保健医療連絡協議会 事務局）

援軍は、実際に助けになるのか



県外からの派遣JDAT 一覧と活動日数

職種の内訳（のべ）
人数

（のべ）
チーム数
（のべ）

派遣元
派遣期間 その他事務職

歯科
技工士

歯科
衛生士

歯科
医師

345124598061,325364
県内＋県外
1/7～4/27

34512149270485
128

県外のみ
1/18～3/20 1%9%3%31%57%100%

活動期間
全日数

派遣期間
全日数

活動期間派遣期間

255.5
(63%)

406
(100%)

1/19
～3/20

1/18
～3/20

県外のみ

日土金木水火月

1周目

2週目

3週目

4週目

5週目

6週目

7週目

8週目

JDAT チーム期間（時期別イメージ）

先遣隊？

日帰り？
県内？

県外？

県内？

パッと動ける
人材は？

継続介入
できる人材は？

出入りの日には申し送り
→数日連続のチームで、
出入り日を揃えて欲しい

災害救助法？

災害救助法？

© 2024 DPHD



3月22日

金沢駅から
直線110km

道路136Km

半径16Km

輪島市
Wajima City

珠洲市
Suzu City

能登町
Noto town穴水町

Anamizu town

⾦沢市
Kanazawa City

“チーム”に求められるものとは？

• チームとして機能する （ 個人の意見や意向）

– 指揮命令系統 （監督の指示）

– ルールの順守 （審判は絶対）

• 公費により支弁される“業務”

（＝プロフェッショナル “ボランティア”）

– 質（一定以上）の担保

– 交代する“チーム”メンバーも同じ機能を持ち続ける



JDAT，日本災害歯科支援チーム

体制研修会修了者
 チームに1人以上

 チームメンバーの
要となれる人

※ 各県５～10チーム（基本は保健所単位ごとに1チーム）配備

アドバンス研修会修了者
 地区本部に1人以上

 外部歯科支援チーム
リーダーとなれる人

〇×市 災害対策本部 参集歯科チーム

厚労省補助金事業

“災害歯科保健医療
チーム養成支援事業”
研修会未受講者

© 2023 DPHD
※職能団体や組織における災害対応

研修は受講していることが望ましい

現地災害歯科コーディネーター
（現地支援活動コーディネーター）

他地域へ派遣

災害時の歯科保健活動

• 災害時歯科医療救護協定に基づく委託事
業のようなもの

• つまり、自治体の仕事に、「自治体職員の
代わりに出務している」、「被災地域の歯科
医療職の代わりに出務している」、という意
識が大切

• 目的は、災害支援終了後の地域保健医療
体制がうまくまわること



実際の「チーム」の調整（一部）

• 歯科医師会職員→県内大学→歯科医師会（役員）

• 大学→大学→大学→歯科医師会

• 歯科医師会役員＋歯科衛生士会依頼

• 歯科医師会役員＋歯科衛生士会2名（主に行政職）
＋歯科医師会事務局

• 郡市ごとに数名のチームをつくって提出

• 出て来た日程でなるべく近場の人達を組み合わせ
てチーム化

令和6年能登半島地震における JDAT（日本災害歯科支援チーム）による支援活動の実態調査（2024年7月実施）
全回答数 295（回収率 74.1％），集計同意回答数 264

％人資格や立場
58.0%153歯科医師
34.1%90歯科衛生士

0.8%2歯科技工士
7.2%19事務

％人
災害時の歯科保健医療に携
わった経験回数

77.3%204今回が初めて
11.4%30経験あり（1回）

4.5%12経験あり（2回）
1.1%3経験あり（3回）
1.1%3経験あり（4回）
4.5%12経験あり（5回以上）

％人
自分のチーム（ＪＤＡＴ）を構成してい
た職種全て

20.1%53歯科医師
44.3%117歯科医師, 歯科衛生士

6.4%17歯科医師, 事務職
3.4%9歯科医師, 歯科技工士
4.5%12歯科医師, 歯科衛生士, 歯科技工士

0.8%2
歯科医師, 歯科衛生士, 歯科技工士, 
事務職

17.8%47歯科医師, 歯科衛生士, 事務職
0.4%7その他

％人
派遣元組織や所属組織による派遣前研修の
有無

27.7%73あった

72.3%191なかった

※簡単な趣旨説明、資料の提供、平時より準備、等の回答も多く、
「派遣前研修」とは呼べないものも多く含まれていると推察される

％人メインの職場

63.6%168歯科診療所

6.1%16
大学歯学部・専門学校などの歯科医学に関す
る教育機関

3.0%8大学病院などの教育機関付属の医療施設

3.0%8病院歯科・病院歯科口腔外科

0.8%2歯科技工所

4.2%11自治体

12.5%33
歯科医師会（事務局員、歯科医師会設立の診
療所職員、とも）

1.1%3介護事業所

0.8%2福祉施設

3.8%10
その他：歯科衛生士（フリーランス、嘱託、地域
活動、など）

1.1%3歯科医師（閉院、審査委員会）



地元歯科医師（会）

郡市区歯科医師会

都道府県歯科医師会都道府県

保健所

市町村

厚生労働省 日本歯科医師会

避難所
個人

診療所
仮設

診療所

福祉
避難所

災害医療 保険医療（減免）

日本災害歯科
保健医療連絡
協議会

被災住民への歯科
保健医療提供の継続

歯科診療所の再開／
地域歯科診療所の確保

経済産業省

都道府県

歯科
救護（所）

高齢・障害
施設

活動の目標＝歯科医療提供体制の確保

１．住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる
被災をした旨
※罹災証明書の提示は必要なく、窓口での口頭申告で構いません。

２．主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
３．主たる生計維持者の行方が不明である旨
４．主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した旨
５．主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨



復興

地域支援平常時

支援活動の移行
（災害医療→保険医療，支援活動→地域事業）

災害発生

平常化

災害医療における
歯科支援（JDAT）

地域歯科
医療提供量

平常時

時間経過自院・所の復旧を優先しながら地域歯科のマネジメント

保険診療に移行

災害救助法の適用

ｓ避難所 仮設住宅 復興住宅被災

© 2024 DPHD

生活環境

地域歯科保健活動 （支援→事業）

地域における援軍づくり



[お問い合わせ]

高知県安芸福祉保健所 健康障害課 歯科保健担当
https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2024031200787/

file_contents/file_20243122184020_1.pdf

安芸圏域災害時歯科保健医療活動のための事前活動登録について

２ 登録の目的

高知県では災害時に備え、高知県災害時医療救護計画が定められています。その救
護計画に基づき、歯科医療救護分野については、高知県災害時歯科保健医療対策活
動指針により、発災時に歯科医療救護班、口腔ケア班を構成し、歯科保健医療活動を
行うと定められています。

事前に各地区の活動可能な歯科衛生士を把握しておくことで、迅速に歯科医療救護
班、口腔ケア班を構成し、円滑な歯科保健医療活動を行うことができます。

＜歯科医療救護班の活動内容＞
活動場所：避難所、施設等
活動内容
① 避難所などにおける被災者に対する
歯科治療
② 歯科保健指導等
③ 設備の整った医療機関への転送

＜口腔ケア班の活動内容＞
活動場所：避難所、施設等
活動内容
① 高齢者、障害者等災害時要配慮者
への口腔ケアの実施
② 感染症予防、健康保持のための被
災者への口腔ケアの実施
③ 口腔ケアの啓発、指導

３ 登録の対象

安芸圏域（室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、
芸西村）で居住または勤務している歯科衛生士。

[お問い合わせ]

高知県安芸福祉保健所 健康障害課 歯科保健担当
https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2024031200787/

file_contents/file_20243122184020_1.pdf

安芸圏域災害時歯科保健医療活動のための事前活動登録について

４ 登録の流れ
①申請用紙に必要事項を記入

・氏名、ふりがな ・住所 ・連絡先 ・現在の勤務状況（勤務地の詳細）
・同意（登録年月日、氏名）

②登録方法
・申請用紙 （※郵送または、高知県安芸福祉保健所へ直接お持ちください。）
※郵送に係る費用は個人でご負担いただきますようお願いいたします。

③登録データは高知県安芸福祉保健所で管理

登録された情報は、同意の範囲内で災害時の連絡や救護活動関係機関（管内市町
村、安芸･室戸歯科医師会等）に提供し、連絡調整に利用します。

氏名、住所、連絡先、勤務状況等の登録内容に変更があった場合は、登録時と同様
の申請用紙の「□変更」にチェックをし、変更内容をご記入のうえ申し出をお願いいた
します。変更の申し出がない限り、令和 11 年 3 月 31 日まで自動継続とします。それ
以降については、その時点でお知らせする予定とします。

発災時には、身の回りの安全を確保した後、歯科保健医療活動の協力をお願いい
たします。

また、登録後は、災害時保健医療活動の知識の向上のため、必要な情報及び研修
等のご案内を登録住所へ送付いたします。



これ全て見て学んだ方は、
日衛に登録できます

歯科衛生士 2970円
日衛正会員 1782円

歯科医師その他 4455円



ＪＤＡＴ基礎研修会

ＪＤＡＴ標準研修会

ＪＤＡＴアドバンス研修会

ＪＤＡＴロジスティクス研修会（計画）
• 各構成団体においてＪＤＡＴ事務局が対象
• 2024年度はロジスティクス基礎研修会をオンライン開催

• 各構成団体よりの推薦者対象
• 東京にて年3回

研修会（2024年度現在）

• 中央開催はオンラインにて年１回、各構成団体よりの推薦者対象

• 地域開催を各構成団体及び傘下団体にて開催可、対象は運営側にて
設定可

• ｅラーニングのみ（基礎編２時間３０分、標準編１時間）
• どなたでも、いつでも
• ＰＤＦにて修了証発行

https://www.jda.or.jp/dentist/disaster/



平常時の繋がり（地域包括ケアにおける
介護福祉保健医療の連携）があって初めて、

災害時における多面的な健康支援が可能になる！

宮城県歯科医師会
仙南歯科医師会
宮城県歯科衛生士会



フレイルを改善させるには

１か月後、船山さんは、毎日２時間の散歩ができるようになるほど回復していました。
その理由は、弁当を普通に食べられるほど、物を噛む力と飲み込む力を取り戻した
ことにありました。
食事がとれることで栄養状態も改善。
全身の筋力も戻りつつあります。

「フレイル状態」にある船山さんを回復させるため、河瀬さんが最も重視したのが、
栄養士や作業療法士など、ほかの多くの職種との連携です。
まず、栄養士と一緒に、食べられる食事のかたさを確かめます。
また、口を動かす体操を教え、「噛んでのみ込む力」を回復させます。
さらに、全身の筋力をつけるため、作業療法士がリハビリを指導しました。

歯科

栄養

リハビリ
テーション

© パブリックドメインQ：著作権フリー画像素材集

栄養（成分・バランス）

災害時でも？



災害時の義歯喪失の
食事や会話への影響

Yukihiro Sato et. al., Impact of Loss of Removable Dentures on Oral Health after the 

Great East Japan Earthquake: A Retrospective Cohort Study. Journal of Prosthodontics, 

2014 Sep 14. doi: 10.1111/jopr.12210.

楽しめない

食べられない

東日本大震災後の沿岸被災地域の調査において
震災前から義歯を利用していた人758人

（131 人）17.3%
義歯を

喪失した
義歯を使用しているが喪失しなかった

82.7%（627 人）

話せない

笑えない

イライラする

派遣栄養士が報告した

「口腔保健」問題の質的解析
JDA-DATエビデンスチームによる東日本大震災 活動報告書分

析（発災１か月～6か月後、n=599）

笠岡（坪山）ら, 日摂食嚥下リハ会誌,21(3):191-199, 2017,  

2014年 2017年

図２：平成28年熊本地震後早期（2日～14日）におけるKTバランスチャートを用いた評価（n=24)

小山珠美（NPO法人口から食べる幸せを守る会），震災による避難所での二次的合併を回避する
KTバランスチャートを使用した包括的支援の実際，＜特集＞多職種で取り組む災害時の食支援 ，
地域保健 2017年11月号，第48巻6号，東京法規出版

歯
科

栄
養

リ
ハ



図３ 南阿蘇地区における歯科支援活動実績

熊本地震後の南阿蘇地区において口腔機能支援を通じて多職種と連携した
「食べる」支援活動の報告，

日本災害食学会誌，Vol6(2)，66-76，2019

災害時要配慮者に対する
“「食べる」支援”の transdisciplinary approach
• 特にフレイル予防、誤嚥性肺炎予防には、被災
直後からの”「食べる」支援” が重要

• それぞれの”「食べる」支援” が連携して補いあって、
はじめて、安全かつ適切に栄養を確保しうる

災害支援ナース、NPOなど

JMAT（日本医師会災害医療チーム）
医師、看護師、薬剤師など

JDAT（日本災害歯科支援チーム）
歯科医師・歯科衛生士など

（災害歯科保健医療連絡協議会）

JDA-DAT（日本栄養士会
災害支援チーム）
管理栄養士など

食料・水
食企業、運送

居住環境（調理環境、
食卓、食具、トイレなど）

「食べる」機能から
見た連携が必要

DPAT（災害派遣精神医療チーム）

精神科医師、精神保健福祉士、
公認心理師など

DWAT（災害福祉支援チーム）
社会福祉士、介護福祉士、
介護支援専門員など

保健所・保健センター、DHEAT

日本災害医学会ニュースレター
2022年11月号

JRAT（日本災害リハビリテーション支援協会）
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、など



避難所で
動いている人

福祉避難所
介護施設
障害者施設

その他の被災者

避難所で動けてい
ない人

（昼間も避難所で
じっとしている人）

在宅の障害児者、
要支援者、要介護
者、

多職種での「食べる」支援における個人アセスメントと情報共有

JRATのリハトリアー

ジで「生活期リハ」
「一般避難所【要
観察】」「福祉避難
所【要介護】」にあ
たる方々

対象 評価 対応 共有

中久木康一，災害支援とリハビリテーション栄養（1） 誤嚥性肺炎とオーラルフレイルの予防，
日本リハビリテーション栄養学会誌第2号，99-101，2018年5月より改変

自治体

保健所

保健センター

災害対策本部

医師会

歯科医師会

JRAT

JDA-DAT

（栄養士会）

歯科衛生士会

その他関係者

簡易な質問票で
スクリーニング

多面的なス
クリーニン
グシートで
総合的に

問題（－）

セルフケア
指導のみ

個別評価

問題（＋）
改善

連携

問題
（－）

報告

共有

歯科

栄養

リハ 食材

環境

看護

薬事

必要ある領域が連携した
画一的な評価と支援

医療

問題（＋）

問題（＋）

水分・塩分
補給

手の清潔

体の運動
食中毒
注意

うがい
歯みがき

十分な
睡眠・休息

マスク着用
薬剤

（体調管理）

妊産婦・乳幼児
特殊食品



ｓ

外部支援
外部の歯科医師会、
大学など

復興

地域支援

一時的に

平常時
の地域

歯科医
療資源

災害時歯科支援の引き継ぎへの流れ

新たな地域
多職種連携

避難所 仮設住宅

災害発生

地域支援
地域および近隣の有志・歯科医師会など

復興住宅住宅
被災

地域の通常化

地域での「食べる」支援の連携と継続

統一
方策

地域への引き継ぎ
継続事業の立案

再び、
地域へ
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減災に向けて



高知県 防災啓発冊子「南海トラフ地震に備えちょき」



高知県 防災啓発冊子「南海トラフ地震に備えちょき」

体制・準備

災害対応

災害支援
緊急援助

地域支援
地域防災

直接支援
被災者支援

支援者支援
間接支援

×

→対策・防災



災害対策のキーワード

• 普段通り

• 普段をどこに設定するのか

• いかに普段通りをキープするのか

北陸発

天井崩落、従業員はガラスを割って店内に 奥能
登のゲンキー全店が震災翌⽇に営業できた理由
中⽇新聞 2024年3月9⽇ 05時05分 (3月9⽇ 12時00分更新)

能登半島地震で大半
の商業施設が臨時休
業を余儀なくされる
中、1月2⽇から予定
通り営業した店が
あった。中部地方を
中心に413店舗を展開
するドラッグストア
「ゲンキー」（本
社・福井県坂井市）。
それも奥能登4市町に
ある6店すべて。停電、
断水、通信不通－。
何よりも従業員自身
が被災者だった。あ
の時、従業員はどう
動いたのか。



元⽇はゲンキー全店にとって、1年で唯⼀の休業⽇。石川県輪島市中心部にある河井店の店⻑（当
時）、⻑屋俊樹さん（38）は実家のある岐⾩県関市に帰省せず、輪島の社宅で静かな正月を過ごし
ていた。大きな揺れで5階にある部屋の中はぐちゃぐちゃになり、1階駐⾞場の⾞は建物に挟まって
動かなくなった。

大津波警報を受けて⾼台にある航空自衛隊輪島分屯基地に向かった。千⼈ほどの避難者であふれ返
り、建物内は危険なため、屋外で寒さに震えていた。異様な光景を目の当たりにし、避難者に配る水
や⾷料品、紙おむつなどの提供を自衛隊に申し出た。

本社との連絡は途絶えたままだった。「自分は何かできる⽴場にいて、店に物があるのを知ってい
る。何もせずにはいられなかった」。自衛隊の⾞両で店に向かった。

「命に直結、こういう時こそ」店⻑の決意
元⽇夜、ドラッグストア「ゲンキー」の河井店（石川県輪島市）に⽴ち⼊った店

⻑の⻑屋俊樹さん（38）が⾒た店内は、⼊り口の天井やドアが破損し、棚から崩れ
落ちた商品で床が埋め尽くされていた。「お客さんがいないのが不幸中の幸いだっ
た」

すぐに商品を運び出し、自衛隊員とともに航空自衛隊輪島分屯基地に届け、自身
は輪島中学校で⼀夜を明かした。「経営理念の地域貢献を実践しただけ」。そう話
す⻑屋さんだが、店が本当に営業できるか、まだ判断が付かなかった。

翌2⽇朝、複数の従業員が店に集まったがいったん帰宅を促し、1⼈で暗い店内を
⽚付けた。「取り扱うのは医薬品や飲料水、⾷料品など命に直結する商品ばかり。
こういう時にこそ、やらないといけない」。昼ごろに店を開けた。

停電でレジが使えず、正確な値段が分からない。その都度商品棚に値札を確認し
に⾏けば、次々に押し寄せる客を寒空の下で待たせることになる。感覚を頼りに「
これは100円、こっちは200円という具合で、お客さんに損させない値段」で販売
した。2⽇に営業した輪島市内のドラッグストアはゲンキーだけで、3⽇は⻑蛇の列
が外まで続いた。カップ麺の在庫は底を突いたが、菓子類などは持ちこたえた。

能登半島地震直後
の1月2⽇から営業
を再開させたゲン
キー河井店の⻑屋
俊樹店⻑＝石川県
輪島市のゲンキー
河井店で

停電でレジが使えず、正確な
値段が分からない。その都度
商品棚に値札を確認しに行け
ば、次々に押し寄せる客を寒
空の下で待たせることになる。
感覚を頼りに「これは100円、
こっちは200円という具合で、

お客さんに損させない値段」
で販売した。2日に営業した輪

島市内のドラッグストアはゲン
キーだけで、3日は長蛇の列
が外まで続いた。

「⽇常生活の支え」届く感謝の声
2⽇に営業したのは河井店だけではない。門前店の駒⾕祥太店⻑（27）は、富⼭市の祖⺟宅に帰省

中に地震に遭った。10⼈ほどの従業員の安否を確認し、すぐに約100キロ離れた店に⾞を⾛らせた。
道路はあちこちで寸断され、迂回（うかい）しながら店に着いたのは⽇付が変わった午前2時ごろ。

商品が散乱していたものの、パソコンは起動し、冷蔵庫と冷凍庫も動いていた。本社からの応援を得
て開店にこぎ着けた。
3⽇からは午前9時〜午後9時の通常営業を開始。地震直後は⾷料品などが購⼊できる地域で数少な

い店だったため、駒⾕さんは多くの客から「助かった」との声を聞いた。「店が地域の⽇常生活の支
えになっている」と実感した。

野々江店（珠洲市）では、近くに住むアルバイトの⼥性が2⽇朝、非常口のガラスをハンマーで
割って店に⼊った。天井が崩落して⼊り口がふさがっていたからだ。⼥性1⼈で店を開け、午後には
さらに数⼈のアルバイトが加わった。

だが、市川智貴店⻑（22）は店にたどり着ける状況ではなかった。孤⽴状態になった輪島市町野町
の実家で被災。「気持ちの整理がつかない。出勤するのは無理です」。正直な心境を上司に伝えた。

上司から「気持ちは分かる。でも、店を開けることで助かる命もある」との⾔葉に背中を押され、
4⽇⼣方から勤務に復帰。そこから1週間ほど、店の休憩室で寝泊まりして営業を続けた。市川さんは
⼀昨年に⼊社し、昨年12月から店⻑になったばかりだった。

営業のうわさを聞き付け、次々と訪れる被災者。「2⽇から開けてくれたおかげで助かった命があ
る」「『ゲンキー最強』やね」。そんな感謝の⾔葉をもらい、市川さんは心底思った。「お客さんか
らの励ましで何とか運営できた。『能登はやさしや⼟までも』という⾔葉は本当だった」
5⽇ごろには物流も再開し、弁当なども棚に戻ったゲンキー。奥能登6店のブロック⻑を務めた⻑屋

さんは、あの時を振り返って胸を張る。「本当に『最強』なのは被災地に踏みとどまり、震災直後か
ら地域貢献し続けてくれた全ての社員、従業員です」

（⼭口哲⼈、佐久間博康、⽴石智保）

本当に『最強』なのは被災地に踏みと
どまり、震災直後から地域貢献し続け
てくれた全ての社員、従業員です



いつもの生活を
取りもどす！

いつもの生活
を続けられる
準備をしよう！



うがいの不要な歯みがき剤

液体 ジェル フォーム

医薬部外品 医薬部外品医薬部外品



水が不要な口腔ケア

少ない水での入れ歯のケア



足りないもの

「水」「口腔ケア用品」 「人」

＋洗面所

令和4年度厚生労働行政推進調査 http://jsdphd.umin.jp/pdf/22IA2006.nkkk.booklet.4p.pdf



誰にでも
いつでも

健康で幸せに生活する
機会のある社会を

活動要領・行動指針・規則
根拠法・協定
共通書式・アクションカード
参考文献
日歯８０２０テレビ
障害研修ライブラリー
ｅラーニング



動画で一般向けに平
易につくられています
（それぞれ6分ほど）

過去に災害時に地元
ケーブルTVで放映さ
れたこともあります

<１>備えておくこと
<2>自分でできること

災害時こそ大切！
お口のケア

日歯会員の方は無料
で受講できるはず

ぜひ、スタッフとともに、
ご視聴ください

日歯Eシステム
生涯研修ライブラリー



共通書式などは全て
こちらに載っています

歯科医師もこちらから
ご確認ください

共通書式
マニュアル
ポスター

https://www.jdha.or.jp/topics/jdha/c/501/general/
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日本災害時公衆衛生歯科研究会
http://jsdphd.umin.jp/

ML登録

2015年6月15日発刊
一世出版

A3判 2000円

歯科医師会・歯科衛生士会、行
政・保健所勤務など、災害時の保
健医療対応に関わる方々どなたで
も、登録お待ちしております！

日本災害時公衆衛生歯科研究会 ML登録係

jsdphd-admin＠umin.net

書籍・研究報告書など

研修会動画・配布資料など

アセスメント票・アクションカード・パンフ・ポスターなど

研修動画・活動動画・研修準備資料など

メーリングリスト
各種書式・パンフレット
研修媒体動画
研修会資料・動画

日本歯科衛生士会
協力

動画 5分
１カ月の活動の流れ

動画 10分
組織的間の役割分担や準備


